第３号様式（第６条関係）

確 認 事 項 書 （浜松市気候変動対応新品目試験栽培支援補助金）

該当する□にチェックを入れてください。

· 特定の政治、宗教、選挙活動を目的とする事業ではありません。
· 法令等又は公序良俗に反するおそれがあると認められる事業ではありません。
· 次の（１）から（４）のいずれにも該当しません。
（１）暴力団（浜松市暴力団排除条例(平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」という。)第２条第１号に規定する暴力団をいう。）
（２）暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）
（３）暴力団員等と密接な関係を有する者
（４）前３号に掲げる者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体
· 補助金交付申請に伴い、浜松市気候変動対応新品目試験栽培支援補助金交付要綱第２条の規定により、市において申請者の市税の納付又は納入状況について確認することに同意します。
　　→住所・氏名・生年月日欄へ自署ください。
· 住　所（法人の場合は本店所在地・任意団体の場合は代表者の住所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
· 氏　名（名称及び代表者氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
· 法人は会社設立年月日、任意団体や個人事業主は代表者の生年月日
明・大・昭・平・令　　　年　　　月　　　日　生

· [bookmark: _GoBack]給与所得者を雇用する事業者に該当します。
→市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し又は市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書を併せて提出してください。
（□　給与所得者を雇用する事業者に該当しません）
· 補助事業と同一の事業において他の助成制度（補助金、委託費等）による財政的支援を受ける見込みはありません。
· 事業実施時及び事業実施後においても、市内における新品目栽培技術の普及に協力します。
· 募集案内で示された「申請に必要な書類」を添付しました。
